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第１ 監査実施概要  

 

１ 監査テーマ 

区立小・中学校におけるＩＣＴ化の推進について 

 

２ 監査テーマ選定の趣旨 

区は、教育力の質の向上を図るため、区立小・中学校におけるＩＣＴ環

境の整備に取り組んでいる。 

そこで、令和２年度第２回行政監査では、区立小・中学校において、教

育ＩＣＴ機器を効果的に活用した魅力ある授業が行われているか、校務事

務の効率化が図られているかなどの観点から検証を行った。 

 

３ 監査の着眼点 

（１）区立小・中学校におけるＩＣＴ化は、効率的・効果的に進められてい

るか。 

また、ＩＣＴ機器を活用した魅力ある授業の実現に積極的に取り組ん

でいるか。 

（２）区立小・中学校のＩＣＴ化により、校務事務の効率化は図られている

か。 

 

４ 監査対象及び監査対象課 

（１）監査対象 

区立小・中学校におけるＩＣＴ化の推進に関する事業 

（２）監査対象課 

 教育委員会事務局 教育支援センター 

 

５ 監査実施期間 

令和２年８月 31 日（月）から令和３年３月 26 日（金）まで 
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６ 監査委員による聞き取り調査等 

監査委員による聞き取り調査及び現地監査は、令和２年 10 月 29 日（木）・

30 日（金）に行った。 

＜現地監査場所＞ 

区立赤塚第二中学校、区立成増ヶ丘小学校及び教育支援センター 

 

なお、監査委員による聞き取り調査及び現地監査は、当初、令和２年

７月８日～10 日に予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から、実施を 10 月 29 日～30 日に延期した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書における用語解説について、脚注番号表示は同ページ下欄に、

「 ※」表示は巻末の用語解説一覧表に記載する。 
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第２ 監査結果  

 

現況と課題 

１ 教育情報化の現状  

（１）学校におけるデジタル機器利用状況 

日本は、世界の国々と比較して、学校におけるＩＣＴ  活用面で大きく

遅れをとっている。ＯＥＣＤ 1  生徒の学習到達度調査（PISA2 2018）に

よると、日本は、授業でデジタル機器を利用する時間がどの教科も少な

く、国語、数学、理科においてはＯＥＣＤ加盟国（37 か国）中最下位で

あり、利用しないと答えた生徒の割合は約 80％であった。 

１週間のうち、教室の授業でデジタル機器を使う時間の国際比較

（2018 年）は、図表１のとおりである。 

 

図表１ １週間のうち、教室の授業でデジタル機器を使う時間の国際比較 

（2018 年）   

 

 

 

 

 

 

 

 

国立教育政策研究所公式ホームページを参考に監査委員事務局が作成 

                             
1 OECD とは、Organisation for Economic Co-operation and Development の略で、経済

協力開発機構のこと。現在 37 か国が加盟している。 
2 PISA とは、Programme for International Student Assessment の略で、経済協力開発

機構が３年ごとに実施している学習到達度調査のこと。義務教育が終了した段階までに

学習した知識や習得を、生活の中にある課題にどの程度活用できるかを測定する試験で、

日本では高等学校１年生を対象としている。 
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また、学校外でのデジタル機器利用状況では、コンピュータを使って

宿題をする（毎日、ほぼ毎日）と答えた日本の生徒は 3.0％（ＯＥＣＤ

平均 22.2％）で、使用頻度の比較ではＯＥＣＤ加盟国中最下位であった。 

 

（２）ＧＩＧＡ 3 スクール構想 

令和元年６月、学校教育の情報化の推進に関する法律が公布、施行さ

れた。同法は、次代の社会を担う児童生徒の育成に資することを目的と

して、学校のＩＣＴ化に関する施策を総合的かつ計画的に実施していく

ことを国の責務として明記したものである。 

Society5.0※  時代に生きる子どもたちにとって、パーソナルコンピュ

ータ（以下「ＰＣ」という。）は、鉛筆やノートと並ぶマストアイテムで

ある。今や仕事でも家庭でもＩＣＴの活用が日常のものとなっている。

これからの時代、子どもたちが小さいうちからコンピュータへ慣れ親し

むことは普通のことであり、ＩＣＴを活用した教育で、次世代の人材を

育てていく必要がある。 

国は、令和元年 12 月、ＧＩＧＡスクール構想を発出した。これは児

童・生徒に１人１台の端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的

に整備し、多様な子どもたちを誰１人取り残すことなく、資質・能力が

一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現などを目指すものである。 

  

（３）板橋区における教育情報化の取組 

板橋区（以下「区」という。）では、学校教育におけるＩＣＴ活用に関

して、平成９年度から国の補助金を受けて環境教育ネットワーク※  の構

築を開始し、平成 11 年度には、全ての区立小・中学校で環境教育ネット

ワークへの接続を完了し、各学校でインターネットへの接続や電子メー

ルの利用、ホームページの設定などを可能とした。 

                             
3 GIGA とは、Global and Innovation Gateway for ALL の略で、全ての人にグローバル

で革新的な入口をという意味のこと。 
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板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、平成 15 年度に

全中学校、平成 18 年度に全小学校にパソコン教室を整備し、児童・生徒

が１人１台のＰＣを使用して調べ学習ができる学習環境を整えた。 

学校における情報セキュリティの確保や個人情報の保護については、

平成 21 年３月、板橋区立学校情報セキュリティポリシー※  を策定し、運

用を開始した。 

平成 22 年３月には、教員１人１台の校務 4 用ＰＣ、平成 23 年度には、

小学校に各校１台の電子黒板を配備した。 

教育委員会は、区立小・中学校における教育のＩＣＴ化推進のため、

平成 26 年 11 月、①ＩＣＴを活用した教育の充実、②校務の情報化の推

進、③学校情報セキュリティの確立 を基本目標とした板橋区教育ＩＣ

Ｔ化推進計画を策定し、教育ＩＣＴ機器の整備や教員の指導力向上に取

り組むこととした。 

平成 26 年度まで、教育委員会事務局の教育ＩＣＴ化に向けた体制は、

①機器の調達・保守・管理を学務課、②教員の研修や教材研究を指導室、

③情報セキュリティや個人情報の保護を庶務課（現教育総務課）がそれ

ぞれ担当していた。平成 27 年４月、教育支援センターを開設し、ＩＣＴ

教育の充実や授業改善など教育課題を迅速かつ総合的に解決が図れる

よう研究・研修・相談を連携させ、教育ＩＣＴ化の推進体制を一元化し

た。現在、教育支援センターは、教育支援係、教育ＩＣＴ推進係、教育

相談係のほか指導主事が配置され、学校におけるＩＣＴ化の推進や教員

を支援するサポート体制の構築、授業研究や研修に取り組んでいる。 

令和２年３月の新型コロナウイルス感染拡大防止対策による全国で

の学校の一斉臨時休業を受け、災害や感染症の発生時における児童・生

徒の学びの保障として、遠隔教育の制度的な検討や、児童・生徒がＩＣ

Ｔを効果的に活用し、家庭等の場でも学び続けることができるような仕

                             
4 校務とは、学校運営に必要な全ての仕事を包括的に示したもので、教育内容の管理、

人的管理、物的管理、運営管理に大別される。 
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組みづくりが求められることとなった。 

教育委員会では、令和２年４月、区立小・中学校の臨時休業対応のた

め、特別授業として、区内大東文化大学の教授の協力を得て、「楽しい

音読」を４本、区在住芸人の方々の協力を得て、「板橋おんらいん寄席」

を 19 本 YouTube※ に配信した。令和２年５月末の板橋区教育委員会チ

ャンネル登録者数は 2,940 人、配信動画は 77 本であった。 

各学校でも、ホームページを活用して動画や課題の配信を行った。児

童・生徒は、YouTube 動画を見ながら課題に取り組み、わからないとこ

ろは電話やメールで先生に聞くという板橋型オンライン授業を受ける

ことができた。 

また、受験を控える中学３年生には、東京都の補助事業を活用するこ

とで全員にタブレットＰＣを無償貸与し、オンライン授業※  が受けられ

る環境を整備した。 

ＧＩＧＡスクール構想の対応としては、令和２年度中に全ての区立

小・中学校の校内に高速・大容量の通信ネットワークを整備し、前倒し

（令和５年度まで→令和２年度中）となった１人１台の児童・生徒用タ

ブレットＰＣは、計 35,452 台を順次配備するよう取り組んでいる。令和

２年 11 月には、タブレットＰＣ先行導入３校での検証・研究を開始し、

令和３年９月には、全校でタブレットＰＣの授業における本格的な使用

が開始できる見込みである。 

 

（４）重点戦略デジタルトランスフォーメーション※  

新型コロナウイルス感染症の流行により、区財政は、数次にわたる補

正予算を編成するなど、大きな影響を受けている。 

区は、激変する社会経済情勢に対応するため、いたばし№1 実現プラ

ン 2025 を策定することとし、重点戦略の一つにデジタルトランスフォ

ーメーション（以下「ＤＸ」という。）の推進を位置づけた。 
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２ 板橋区教育ＩＣＴ化推進計画の位置づけ 

（１）区の基本姿勢 

区は、板橋区基本構想において、教育分野「魅力ある学び支援」ビジ

ョンを「安心・安全で魅力的な学校環境の中で、学校・家庭・地域が連

携して子どもたちを育てます。その中で、21 世紀を担う子どもたちのた

くましく生きる力が教育を通じてはぐくまれます。教員は、研究・研修

に励み質の高い授業に努め、子どもたちと向き合いながら個性をはぐく

み、魅力ある学校づくりが進んでいます。」と示した。 

板橋区基本計画 2015 では、電子区役所※  の推進を掲げ、急速な進展を

遂げるＩＣＴ化への対応に取り組み、板橋区基本計画 2025 では、区政の

ＩＣＴ基盤の構築やその最適化といったＩＣＴ環境の整備にとどまら

ず、ＩＣＴ機器のさらなる利活用について一段と加速させていくことと

した。 

いたばし№１実現プラン 2021 では、基本政策「魅力ある学び支援」の

中で、確かな学力の向上・定着と質の高い教育の推進のため、教育支援

センターの運営や魅力あふれる質の高い授業の実現に取り組むとして

いる。 

 

（２）教育委員会の計画 

① 教育大綱 

教育施策の方向性を決定する板橋区教育大綱（平成 28 年１月）で

は、「これからの社会を生き抜く力の育成」、「子どもの学びを保障する

教育環境の確保」等の方向性を打ち出し、子どもたちがいきいきと学

び、区民があたたかい気持ちで支え合う元気なまちづくりに取り組む

こととした。 

② いたばし学び支援プラン 

平成 26 年３月に策定した板橋区教育振興計画いたばし学び支援プ

ラン第３期計画（平成 26～27 年度）では、「学校の教育力の向上」を
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最重点課題と位置づけ、求める成果として、㋐児童・生徒の基礎学力

の向上・定着、㋑教育力の向上、㋒教育環境の改善・充実の３つの目

標を新たに設定し、ＩＣＴ環境の整備や授業改善などに取り組むこと

とした。特に、重点施策の一つとして、教員の指導力向上を掲げ、区

役所南館の改築に併せ、平成 27 年４月に教育支援センターを開設し

た。 

  ③ 板橋区教育ＩＣＴ化推進計画 

平成 26 年 11 月に策定した板橋区教育ＩＣＴ化推進計画（以下「Ｉ

ＣＴ推進計画」という。）は、板橋区基本計画、いたばし未来創造プラ

ン「№1 プラン 2015」編、並びに いたばしの教育ビジョン及び いた

ばし学び支援プラン（第３期）に掲げられた施策のうち、教育のＩＣ

Ｔ化を実現するための計画（平成 27～30 年度）である。 

ＩＣＴ推進計画の位置づけは、図表２のとおりである。 

 

図表２ ＩＣＴ推進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板橋区教育ＩＣＴ化推進計画から引用 
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３ 教育ＩＣＴ機器の整備 

（１）ＩＣＴ機器を活用する児童・生徒、教職員 

区には、令和２年５月現在、小学校 51 校、特別支援学校（天津わかし

お学校）１校、中学校 22 校があり、児童・生徒が 32,581 人在籍してい

る。小学校の児童数は増加し、中学校の生徒数は平成 26 年度をピーク

に減少を続けていたが、令和２年度には、児童・生徒数とも増加となっ

ている。 

区立小学校数・学級数・児童数の推移は、図表３のとおり、区立中学

校数・学級数・生徒数の推移は、図表４のとおりである。 

 

図表３ 区立小学校数・学級数・児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 区立中学校数・学級数・生徒数の推移 
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正規教員は、令和２年４月末現在、小・中・特別支援学校で約 1,700

人、事務や栄養士を合せ約 1,800 人の正規教職員が学校現場で働いてい

る。非常勤教員等（非常勤教員、学習指導講師、時間講師、スクールカ

ウンセラー）は、例年 500 人以上おり、年度途中で変動する。 

 

（２）ＩＣＴ機器の整備 

教育委員会は、ＩＣＴ推進計画の計画期間中である平成 27～30 年度

に、電子黒板、実物投影機※  、タブレットＰＣ、無線ＬＡＮの導入など、

教育用ＩＣＴ機器を区立小・中学校に整備した。 

教員は、これまでのチョークと黒板、教科書やノートを利用した学習

スタイルに加えて、授業にＩＣＴ機器を活用することで、写真や図表を

大きく提示したり、動画を見せるなど、児童・生徒の学習への意欲を高

め、思考や理解を深める授業改善に取り組んでいる。 

各種ＩＣＴ機器は、教育支援センターが、原則リース契約で調達して

いる（大規模改築校の電子黒板に一部備品あり）。契約の方法は、物品指

定のうえ指名競争入札とし、契約期間５年間の長期継続契約である。各

リース機器の保守に係る契約の相手先は、業者選定理由書による単年度

特命随意契約で、機器導入当初のシステム構築業者としている。パソコ

ン室什器（机・椅子・ＰＣスタンド等）については、中学校が平成 15 年

度から、小学校が平成 18 年度からのリース物品を業者選定理由書によ

る単年度特命随意契約により再リースを継続している。 

① 電子黒板・実物投影機等の整備 

電子黒板及び実物投影機は、平成 23 年度に全小学校に各１セット

整備していたが、ＩＣＴ推進計画に基づき、平成 27 年度には全小学校

（天津わかしお学校含む）の各学級に、平成 28 年度には全中学校の各

学級に整備した。以降、毎年度、学級数の増加に対応して追加整備を

している。 

現在、各学校に整備されている電子黒板・実物投影機等には、スラ
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（単位：円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

全小学校(52校)
へ整備

全中学校(23校)
へ整備

学級増
追加整備

学級増
追加整備

学級増
追加整備

学校・学級数
52校・748学級
特支1校・4学級

52校・748学級
特支1校・4学級

52校・758学級
特支1校・4学級

51校・762学級
特支1校・4学級

51校・770学級
特支1校・4学級

機器リース 73,150,020 182,837,736 188,234,928 189,291,168 194,725,296

保 守 委 託 4,062,960 5,313,600 6,258,384 6,721,158

計 73,150,020 186,900,696 193,548,528 195,549,552 201,446,454

学校・学級数 23校・290学級 23校・285学級 23校・284学級 22校・283学級 22校・281学級

機器リース 34,342,704 69,898,464 71,392,104 72,870,840

保 守 委 託 11,483,532 23,522,400 24,301,944 24,549,198

計 0 45,826,236 93,420,864 95,694,048 97,420,038

73,150,020 232,726,932 286,969,392 291,243,600 298,866,492

区分

合計

整備状況

小
学
校

中
学
校

イドレール型と自立型がある。令和元年度末現在、スライドレール型

は全校で 870 セット、自立型は全校で 287 セット、合計 1,157 セット

が整備されている。スライドレール型は固定のため移設に費用がかか

ることから、教育支援センターは、今後、教室の増減に対応できる移

動可能な自立型に移行していく方針である。 

電子黒板等ＩＣＴ機器の整備に係る経費は、年々、学級数増に伴う

追加整備により増えており、令和元年度は、区立小・中学校 74 校（天

津わかしお学校含む）1,055 学級分を合せ 298,866,492 円であった。 

電子黒板等ＩＣＴ機器整備経費の推移は、図表５のとおり、電子黒

板等ＩＣＴ機器が整備された教室の配置図は、図表６のとおりである。  

 

図表５ 電子黒板等ＩＣＴ機器整備経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校・学級数に記載の特支とは、特別支援学校天津わかしお学校のこと。  

※ 機器リースには、実物投影機、電子黒板操作用ＰＣほか周辺機器を含む。 

※ 平成 29 年度末に板橋第九小学校及び向原中学校が閉校となる。 
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※タブレットパソコンは教室に整備していないため、省略。

ホワイトボード
パソコンの映像をプロジェク
ターにて投影

壁に固定設置
※学校によって、スタンド
移動式のものもあります。

左右にスライド可能

黒
板

電子黒板を操作
する機器

白板型（スライドレール）

自立型（スタンド）

ホワイトボード
パソコンの映像をプロジェク
ターにて投影

壁に固定設置
※学校によって、スタンド
移動式のものもあります。

左右にスライド可能

黒
板

電子黒板を操作
する機器

白板型（スライドレール）

自立型（スタンド）

図表６ 電子黒板等ＩＣＴ機器が整備された教室の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

教育支援センター提出資料 

 

知的障がい特別支援学級（固定級）においては、普通教室と同じＩ

ＣＴ機器を整備した。区立小・中学校に在籍する障がいを抱える児童・

生徒は、弱視、難聴、知的障がい、肢体不自由、病弱、身体虚弱、言

語障がい、自閉症・情緒障がいなど様々であり、学習活動を行う場合

に生じる困難さの解消にＩＣＴ機器を活用することで、指導内容や指

導方法の幅が広がり、大きな効果が期待できる。 

校内無線ＬＡＮ※  は、令和元年度末現在、小学校に 871 台（固定式

715 台、可動式 156 台）、中学校に 264 台（固定式 132 台、可動式 132

台）を整備し、電子黒板操作用ＰＣやタブレットＰＣの活用を可能に

している。 

自立型（スタンド） 

実物投影機 
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また、ＩＣＴ推進計画では、学校の大規模改修の際、無線ＬＡＮの

環境整備も含めてＩＣＴ機器を整備することとしており、令和２年度

は、板橋第十小学校の改築に伴い新校舎におけるＩＣＴ機器の整備を

進めた。 

② タブレットＰＣの配備 

タブレットＰＣは、平成 28 年度全中学校に、平成 30 年度全小学校

に、各校 45 台配備した。 

令和元年度末現

在 で は 、 全 校 で

3,360台（上板橋第

二中学校は 55 台、

赤塚第二中学校は

80 台）が配備され

ている。 

令和元年度タブ

レットＰＣの配備

に係る経費は、区

立小・中学校の機器リース料、保守委託料を合わせ 630,442,308 円で

あった。 

タブレットＰＣ初期セットアップ時の主なソフトウエアは、授業支

援用ソフトウエアSKYMENU Class※   や学習支援用ソフトウエアのジ

ャストスマイルクラス２※  （小学校）などである。 

タブレットＰＣに係る経費の推移は、図表７のとおり、タブレット

ＰＣ初期セットアップ時の主なソフトウエア等は、図表８のとおりで

ある。 

 

 

 

教育支援センター提供資料 

タブレットＰＣ 充電保管庫 
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（単位：円）

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

構 築 388,800,000

機器リース 144,476,514 249,967,302

保 守 委 託 105,840,000 183,120,654

計 639,116,514 433,087,956

構 築 182,520,000

機器リース 66,291,372 113,642,352 113,642,352 113,642,352

保 守 委 託 48,384,000 82,944,000 82,944,000 83,712,000

計 297,195,372 196,586,352 196,586,352 197,354,352

297,195,372 196,586,352 835,702,866 630,442,308

区分

合計

小
学
校

中
学
校

Webブラウザ

授業支援ソフト

協同学習ソフト

学習支援ソフト

その他ソフトウェア

ラベルマイティ17 プレミアム（教員用、小学校のみ）

デイジーポッド※（教員用、小学校のみ）

大判プリンタドライバ（教員用、小学校のみ）

ウィルス対策ソフト

文書閲覧ソフト

音声・動画再生ソフト

ジャストスマイルクラス2（小学校のみ）

Microsoft Office Standard

プログラミング学習用ソフト（小学校のみ）

Microsoft Internet Explorer 11

SKYMENU Class

コラボノート for School 交流学習モデル

図表７ タブレットＰＣに係る経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表８ タブレットＰＣ初期セットアップ時の主なソフトウエア等 

 

 

 

 

 

 

 
教育支援センター提出資料 

 

③ 学校内におけるＩＣＴ機器の管理 

電子黒板、実物投影機及びタブレットＰＣなどのＩＣＴ機器は、原

則、教育支援センターがリース契約により整備しており、故障やトラ

ブル等の問合せに迅速に対応するため、ヘルプデスク（平日９時～17

時）を設置している。 

一方、一部の学校では、実物投影機など学校予算で追加購入してい

るものもある。各学校の情報化推進管理者※（学校長）は、学校にある

ＩＣＴ機器の管理にあたり、情報システム機器※  台帳を作成し、調達

元や保守及び故障時の正しい対応を明確にしておく必要がある。 



 

15 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

94.6% 92.3% 92.6% 96.0% 94.7% 95.0%

「わかりやすい」「少しわかりやすい」と回答した人の推移（生徒）

　問：電子黒板を使った授業は、電子黒板を使わない授業よりもわかりやすいか（児童・生徒）

「わかりやすい」「少しわかりやすい」と回答した人の推移（児童）

わかりやすい, 59.9%

少しわかりやすい, 

32.7%

少しわかりにくい， 5.2%

わかりにくい, 1 .5% 電子黒板を使ったことがな

いからわからない, 0 .7%

わかりやすい, 62.8%

少しわかりやすい, 

32.2%

少しわかりにくい，3.3%

わかりにくい, 1.1% 電子黒板を使ったことがな

いからわからない, 0.5%

小学校児童 中学校生徒

わかりやすい

59.9%

少しわかりやすい

32.7%

少しわかりにくい 5.2%

わかりにくい 1.5% 電子黒板を使ったことが

ないからわからない 0.7%

小学校

児童

有効回答者数 743人

わかりやすい

62.8%

少しわかりやすい

32.2%

少しわかりにくい 3.3%

わかりにくい 1.1% 電子黒板をつかったことが

ないからわからない 0.5%

有効回答者数 １，３２３人

中学校

生徒

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

86.9% 87.1% 88.5% 82.3% 86.2% 88.2%

「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の推移（中学校教員）

  問：電子黒板や実物投影機を活用してから授業内容に対する児童生徒の理解が深められたと思いますか（教員）

「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の推移（小学校教員）

そう思う, 39.6%

ややそう思う, 48.6%

あまりそう思

わない, 2.5%

そう思わない, 

0.4% 電子黒板や実物投影機

を活用していない, 8.9%

小学校教員 中学校教員

そう思う 59.5%
ややそう思う 29.0%

あまりそう思わ

ない 1.2%

そう思わない 0.7% 電子黒板や実物投影機

を活用していない 9.5%

小学校

教員

有効回答者数 808人

そう思う 39.6%

ややそう思う 48.6%

あまりそう思わ

ない 2.5%

そう思わない 0.4% 電子黒板や実物投影機を

活用していない 8.9%

中学校

教員

有効回答者数 280人

（３）ＩＣＴ機器の活用効果 

令和元年度板橋区立小・中学校ＩＣＴ機器活用アンケート調査結果

（以下「ＩＣＴ活用アンケート調査結果」という。）では、92％以上の

児童・生徒が、電子黒板を使った授業はわかりやすいと回答しており、

88％以上の教員が電子黒板や実物投影機を活用してから授業内容に対

する児童・生徒の理解が深まったと回答している。 

ＩＣＴ活用アンケート調査結果（電子黒板関係）は、図表９のとおり

である。 

 

図表９ ＩＣＴ活用アンケート調査結果（電子黒板関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ活用アンケート調査結果を参考に監査委員事務局が作成 
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ＩＣＴ活用アンケート調査結果を参考に監査委員事務局が作成   

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

27.8% 42.7% 87.8% 86.5% 79.7% 79.8%

「わかりやすい」「少しわかりやすい」と回答した人の推移（生徒）

　問：タブレットを使った授業は、タブレットを使わない授業よりもわかりやすいか（児童・生徒）

「わかりやすい」「少しわかりやすい」と回答した人の推移（児童）

わかりやすい, 57.1%

少しわかりやすい, 30.7%

少しわかりに

くい, 5.9% わかりにくい, 

3.1%

タブレットを使ったことがない

からわからない, 3.2%

小学校児童

わかりやすい, 48.5%

少しわかりやすい, 31.3%

少しわかりにくい, 4.1%

わかりにくい, 2.2%

タブレットを使ったことがない

からわからない, 13.9%

中学校生徒

わかりやすい

57.1%
少しわかりやすい

30.7%

少しわかり

にくい 5.9%

わかりにくい 3.1% タブレットを使ったことが

ないからわからない 3.2%

有効回答者数 743人

小学校

児童
わかりやすい

48.5%
少しわかりやすい

31.3%

少しわかり

にくい 4.1%

わかりにくい 2.2% タブレットを使ったことが

ないからわからない 13.9%

有効回答者数 １，３２３人

中学校

生徒

平成29年度 平成30年度 令和元年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

92.9% 93.1% 96.8% 40.8% 76.4% 85.7%

「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の推移（中学校教員）

 　問：授業でタブレットを活用することで、児童・生徒の興味・関心・意欲が高められると思いますか（教員）

「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の推移（小学校教員）

そう思う, 55.2%

ややそう思う, 41.6%

あまりそう思わ

ない, 2.6%
そう思わな

い,  0.6%

そう思う, 24.6%

ややそう思う, 61.1%

あまりそう思わ

ない, 10.4%

そう思わ

ない, 3.9%

小学校教員 中学校教員

そう思う 55.2%

ややそう思う

41.6%

あまりそう思わ

ない 2.6%

そう思わない 0.6%

小学校

教員

有効回答者数 808人

そう思う 24.6%

ややそう思う 61.1%

あまりそう思わ

ない 10.4%

そう思わない 3.9%

中学校

教員

有効回答者数 280人

また、タブレットＰＣを使った授業はわかりやすいと回答した小学校

の児童は、平成 29 年度 27.8％だったが、令和元年度 87.8％に増加した。

令和元年度 96.8％の教員が、タブレットＰＣを活用することで児童の興

味・関心・意欲が高められると回答している。 

一方、タブレットＰＣを使った授業はわかりやすいと回答した中学校

の生徒は、平成 29 年度 86.5％であったが、令和元年度 79.8％に減少し

ている。タブレットＰＣを使ったことがないと回答している生徒は

13.9％であった。生徒の興味・関心・意欲が高められると感じた教員は、

平成 29 年度 40.8％にとどまり、その後、令和元年度 85.7％に至った。 

ＩＣＴ活用アンケート調査結果（タブレットＰＣ関係）は、図表 10 の

とおりである。 

 
図表 10 ＩＣＴ活用アンケート調査結果（タブレットＰＣ関係） 
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校長・副校長が挙げたＩＣＴ導入の課題としては、①ＩＣＴが活用で

きる場面についての幅が広がっていない（小学校）、②教員による活用

の温度差、使用頻度の差がある（小・中学校）、③ＩＣＴを十分に活用

するための教員のスキルアップが必要（小学校）などの意見があった。 

また、校長・副校長が挙げたＩＣＴ活用促進の方策としては、①授業

で活用できる実践事例集の作成（小学校）、②遠隔地との交流授業（他

校・海外・公共施設等）（小学校）などの意見があった。 

 

（４）児童・生徒の健康に配慮したＩＣＴ機器の活用 

文部科学省は、学びのイノベーション事業（平成 23～25 年度）におい

て、実証実験校の事例調査等に基づき、平成 26 年４月、児童生徒の健康

に留意してＩＣＴを活用するためのガイドブックを作成した。これは、

ＩＣＴ機器の画面の見えにくさの原因、その改善方策及び児童・生徒の

姿勢に関する指導の充実などをまとめたものである。 

令和元年 12 月に改定した教育の情報化に関する手引（文部科学省）に

も、目の疲れによる視力への影響、姿勢などの筋骨格系への影響などに

対応する環境整備の在り方や改善のポイントがまとめられている。 

現在、区立小・中学校では、従来のパソコン室ではなく、各教室の机

の上でタブレットＰＣを操作し、各教室の前方に電子黒板を設置して授

業が行われている。教室の明るさをカーテンや照明で調節し、画面への

光の反射を軽減するなど、文字や動画が見やすくなるように工夫してい

る。 

一般に、テレビやゲーム、スマートフォン等は、児童・生徒の健康に

影響があると言われているが、今後、児童・生徒１人１台のタブレット

ＰＣ配備により学校でのＩＣＴ機器の活用が本格化する中、視力の低下

や疲労の度合い、筋骨格系への影響について、学校定期健診結果などを

注視し、ＩＣＴ化を進めるうえでの環境整備の参考にする必要がある。 
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４ 魅力ある授業への取組 

（１）区立小・中学校の授業視察 

  ① 成増ヶ丘小学校 

成増ヶ丘小学校では、全ての学      

年で、算数や社会、総合学習の授

業に電子黒板などのＩＣＴ機器

が活用された授業が行われてい

た。特に、算数の授業における九

九の読み上げは、全員が電子黒板

を見ることに集中し、顔を上げて意欲的に声を出し、学習している様

子がうかがえた。 

また、教室の机で児童がプログラミン

グキットを広げる際は、プリントや筆

記具の置き場を工夫しなければならな

い。班ごとに机を合わせ、広さを確保し

て細かい部品を失くさないよう教員が

目を配り指導をしていた。 

第２多目的室では、班ごとにタブレ

ットＰＣを使い、ロボット車の走行プ

ログラムを作るプログラミング教育の

授業が行われていた。 

 ② 赤塚第二中学校 

赤塚第二中学校は、教科ごとに専門教室を作り、生徒が時間割に合

わせて移動する教科センター方式を取り入れている。このように学習

の場を作る一方で、クラスでの時間を過ごすホームルームも作り、生

活の場と位置づけている。 

どの授業でも当たり前のように電子黒板やタブレットＰＣが活用さ

れていた。 

成増ヶ丘小学校授業風景（教室） 

成増ヶ丘小学校授業風景 

（第２多目的室） 



 

19 

生徒は、机にタブレットＰＣを開き、教科書やノート、筆記具の置

き方を工夫しなければなら

ない様子であった。特に、教

員が生徒の間を巡回する際

には、タブレットＰＣを落

下させないよう注意する必

要がある。 

 

 

（２）デジタル教科書※  の整備 

デジタル教科書は、これまでの紙の教科書がデジタル化されたもので、 

書き込みや消去を簡単に繰り返すことができ、書き込んだ内容を電子黒

板に表示できるため、子どもの考えを可視化し、議論を活性化すること

ができる。国は、令和７年度までに、学習用デジタル教科書を全ての小・

中学校へ普及させる目標を掲げている。 

   教育委員会は、ＩＣＴ推進計画に指導者向けデジタル教科書の整備を

位置づけ、取り組むとした。教育支援センターは、指導者向けデジタル

教科書を順次購入し、区立小・中学校へ整備してきた。平成 27 年度に

全小学校（天津わかしお学校含む）へ算数を、平成 28 年度に全中学校

へ数学を、平成 29 年度に全中学校へ英語のデジタル教科書を整備した。 

しかし、これ以外のデジタル教科書は、各学校が学校予算（令達予算）

の範囲内で個別に購入している。国語、理科、科学、社会を購入した学

校が多く、その他書写、地図帳、保健体育、音楽、美術、技術・家庭な

どの購入もされており、学校によりデジタル教科書の購入種別は様々で

あった。令和元年度、区立小・中学校が申請したデジタル教科書等のイ

ンストール※  件数は、123 件であった。 

令和２年度、教育支援センターは、小学校の教科書改訂に伴い、全小

学校へ５教科（国語・算数・理科・社会・英語）の指導者向けデジタル

赤塚第二中学校授業風景 
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（単位：円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（算数）

16,623,360 0 0 0 0
（数学） （英語）

0 3,974,400 2,952,806 0 0

計 16,623,360 3,974,400 2,952,806 0 0

小学校

中学校

教科書を一括購入した。区内のどの小学校でも同じ教材でＩＣＴ学習が

できる環境が整備されたことは、学校間格差の解消にもつながる。 

中学校の教科書改訂は令和３年度で、小学校同様に５教科一括購入の

方針で準備を進めている。 

しかし、整備されたデジタル教科書を有効に活用していくためには、

教員のＩＣＴ活用スキルの向上が求められる。これまで、算数・数学・

英語以外のデジタル教科書を揃えられなかった学校が、今回初めて５教

科のデジタル教科書を活用するにあたり、教育支援センターは、教員を

積極的に支援し、ＩＣＴ化の推進体制を確かなものにしていく必要があ

る。 

教育支援センターが一括購入したデジタル教科書経費は、図表 11 の

とおりである。 

 

図表 11 教育支援センターが一括購入したデジタル教科書経費 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年４月、学校教育法等の一部を改正する法律が施行され、一定

の基準の下で、必要に応じ紙の教科書に代えて学習者用デジタル教科書

が使用できるようになったが、紙の教科書のように無償配布にはなって

いない。 

紙の教科書や学習者用デジタル教科書等の概念図は、図表 12 のとお

りである。 
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図表 12 紙の教科書や学習者用デジタル教科書等の概念図 

 

 

 

 

 

文部科学省公式ホームページ  

教育の情報化に関する手引（令和元年 12 月）から引用 

 

一方、特別支援教育におけるＩＣＴ推進計画の取組としては、様々な

学習上の困難さを抱える児童・生徒に応じたＩＣＴ環境のさらなる充実

を図るとし、平成 30 年度、教員用タブレットＰＣに読み上げ機能付き

デジタル教科書「デイジー教科書」をインストールしている。これは、

識字障がいや視力障がいなどの読みに困難を抱える児童・生徒に有効な

学習教材であるとされている。 

教育支援センターは、様々な障がいを抱える児童・生徒が意欲をもっ

て学習に向き合えるよう、デイジー教科書以外にも、その障がいの状態

や特性及び心身の発達段階等に応じて学習上の困難を克服させ、指導の

効果を高めることができるデジタル教科書やソフトウエアを授業で積

極的かつ有効に活用できるよう、今後も教員に対する支援体制を充実し

ていく必要がある。 

 

（３）教員の指導力向上のための支援体制 

  ① 教育の情報化に関する研究 

教育委員会は、教育のＩＣＴ化を推進するにあたり、ＩＣＴ機器の

整備について全校展開をする前に、板橋第一小学校と赤塚第二中学校

をＩＣＴ授業研究実証実験校に選定（平成 26～30 年度）し、先行して

タブレットＰＣや電子黒板などを整備した。実証実験校を軸に、授業
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（単位：円）

受託事業者 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

株式会社ＪＭＣ 53,343,360 57,153,600 90,849,600 89,728,800

におけるＩＣＴ機器活用の在り方を研究し、平成 27 年４月開設の教

育支援センターにおいて、研修や公開授業を実施することにより、そ

の成果を他校へ展開して活用している。 

令和元～３年度は、上板橋第二中学校と赤塚第二中学校をＩＣＴ推

進校に選定し、研究事業を継続している。 

② ＩＣＴ支援員等による支援 

教育委員会は、「教育支援センターにおけるＩＣＴ活用推進業務」 

を外部委託している。これは、区立小・中学校におけるＩＣＴ機器の

操作補助やトラブル対応、授業づくりの相談、デジタル教科書等ソフ

トウエアのインストール及び学校ホームページの更新支援などについ

て、ＩＣＴ専門技術をもつＩＣＴ支援員が、小学校は月４回、中学校

は月２回（１回 3.5 時間）、学校訪問により年間を通じて教員を対象に

サポートするものである。 

また、本業務委託では、専門の講師による教員を対象としたタブレ

ットＰＣ活用研修やＩＣＴ活用推進リーダー※  研修などの各種研修も

担っている。 

受託事業者は、プロポーザル方式により選定していることから、毎

年度末、業務委託履行評価表を作成し、業務委託契約の更新（上限５

年）の可否を判断している。 

業務委託料の推移は、図表 13 のとおり、ＩＣＴ支援員支援回数は、

図表 14 のとおりである。 

 

図表 13 業務委託料の推移 
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（単位：回）

区分 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

小 学 校 225 270 2,230 2,496

中 学 校 888 1,013 1,056 528
Ｉ Ｃ Ｔ 授 業 研 究
実 証 実 験 校 113 126 72 －

教育支援センター支援
学 校 公 開 授 業 支 援 58 58 54 126

※ ＩＣＴ授業研究実証実験校（平成26～30年度）は、板橋第一小学校、赤塚第二中学校の２校

※ 小学校（特別支援学校含む）は、平成28～29年度53校、平成30年度以降52校
　　中学校は、平成28～29年度23校、平成30年度以降22校

図表 14 ＩＣＴ支援員支援回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

受託事業者が区立小・中学校の教員に対して行ったＩＣＴ支援員に

関するアンケート報告書（令和２年３月）によると、授業の中でＩＣ

Ｔ機器を使用する際の苦労について、「故障や不具合に不安を感じた」、

「準備や片付けに時間がかかる」という回答が多かった。これに対し

て、ＩＣＴ支援員の訪問によりどのような効果が感じられたかの項目

では、「不具合に対応できるようになった」、「活用する授業の回数が増

えた」という回答が多かった。 

ＩＣＴ支援員に関するアンケート報告書は、図表 15 のとおりであ

る。 
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図表 15 ＩＣＴ支援員に関するアンケート報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※Web アンケートシステムにて実施、回答者は 803 名 

                

教育支援センター提出資料 

ＩＣＴ支援員に関するアンケート報告書（令和２年３月）から引用  

 

③ 教育データベース 

教育委員会は、授業において様々なデジタルコンテンツ※  を効果的

に活用できるように、教科指導用コンテンツを集中管理する教育デー

タベースの整備をＩＣＴ推進計画に位置づけた。各教科の学習指導案、

学習教材（ワークシート等）及び模範授業の映像等のデジタルコンテ

ンツを教育データベースに蓄積し、教員用ＰＣから閲覧できるように

するとともに、繰り返し活用するなど校内や学校間での共有も可能と

した。 
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現在は、各校のＩＣＴ機器を活用した授業レポート、タブレットＰ

Ｃ活用資料及びペーパーレス研修資料などを共有のフォルダに格納し

ている。 

教員は、蓄積されたデジタルコンテンツ  を活用することで、授業準

備に掛かる時間を短縮でき、子どもと向き合う時間に充てることがで

きる。 

ＩＣＴ機器活用アンケート調査結果では、校長・副校長が挙げる働

き方改革のアイデアの中に、「授業で使える教材等の資料のデータベー

ス化」の意見や、ＩＣＴ支援員に関するアンケートでは、「授業実践の

データベースを作ってほしい」などの要望が記載されている。 

教育支援センターは、教育データベースの活用について、ＩＣＴ関

係の研修時等に教員へ周知してきたが、なかなか浸透しないため、よ

り認知、活用されるよう周知方法を工夫していくとしている。 

④ 教育支援センターが行うＩＣＴ活用研修  

区役所本庁舎南館に位置する教育支援センターには、教室大の小研

修室から、45～140 人収容できる研修室、数人のグループで自主的に

授業研究や教材作成ができるフリースペースがある。 

教員に対するＩＣＴ活用研修は、外部委託された専門の講師によっ

て、教育支援センターの各種研修室に整備された電子黒板やタブレッ

トＰＣなどＩＣＴ機器を活用して実施している。 

また、新任研修などの各種研修終了後 30 分程度の時間を使い、専門

の講師によるＩＣＴミニ研修を実施している。 

令和元年度ＩＣＴ活用研修の内容は、図表 16 のとおりである。 
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研修名 対象者

ＩＣＴ活用推進リーダー研修
ＩＣＴ活用推進リーダー
（各校１名）

年２回
小・中学校別

校内展開
指導力向上

ＩＣＴの効果的な活用実践研修
新規採用
区外からの転入教員

7・8月
年６回

基本操作
魅力あふれる授業づくり

タブレットＰＣ活用研修 各小学校３名程度
7・8月
年６回

基礎コース
応用コース

プログラミング教育研修 各小学校２名程度 年２回
プログラミングソフトを活用した
授業づくり

ＩＣＴミニ研修
※ 初任者、年次、
   主任研修後に実施

年７回 ＩＣＴ教材の作成と活用

内容

    図表 16 令和元年度ＩＣＴ活用研修の内容 

 

 

 

 

 

 

教育支援センター提出資料 

 

教育支援センターは、今後、児童・生徒・教員が１人１台の端末環

境となるにあたり、教員研修を充実させるとしている。学校管理職の

集合研修（施策の周知徹底）、ＩＣＴ活用推進リーダーの集合研修（活

用推進のリーダー育成、月１回程度）、端末の基本操作について各学

校で実施するキャラバン型研修、なかなかＩＣＴ化が普及していない

学校へ直接出向くフォローアップ研修（ＩＣＴ支援員及び指導主事を

含む教育委員会事務局職員のチームによる指導）を行う方針である。 

教員がＩＣＴ導入校でＩＣＴ機器を容易に使えるようになり、他校

へ転出しても、そのスキルを継続して活用できるようにすることも大

切であるとしている。 

「令和元年度教育委員会が行う点検・評価報告書 5 」 によると、①

教育支援センターでの研修や研究体制は、教員のニーズに応じて展開

され、質量ともに充実してきている、②今後は教員がＩＣＴ機器等を

活用して、学校や自宅において、質の高い授業の様子を閲覧するなど

の研修が受講できる仕組みを開発できないか検討されたいとしている。 

 

                             
5 教育委員会が行う点検・評価報告書とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第 26 条に基づき、毎年、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行状況につい

て、点検及び評価を行い、その結果をまとめた報告書のこと。いたばし学び支援プラン

の全ての事業を対象としている。 
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（４）プログラミング教育の推進 

学習指導要領（平成 29 年告示）では、情報活用能力の育成を図るため

プログラミング的思考※  を育むプログラミング教育の充実を図るとし

ており、令和２年度から小学校において導入することとなった。 

小学校におけるプログラミング教育の充実を図ることで、中学校（技

術・家庭科）におけるプログラミング学習と結び付け、義務教育終了時

におけるプログラミング的思考の育成に努めるものである。 

これからの社会を生きていく子どもたちにとって、コンピュータに意

図した処理を行わせるために必要な論理的思考を育むことは、ＡＩ※  を

活用する能力として将来どのような職業に就くとしても極めて重要な

ものとなる。 

プログラミング教育は、新しい教科としては設定されないことから、

実際の授業を行うにあたり、教育委員会は、全小学校で一定の水準のプ

ログラミング教育を行うため、令和元年３月、板橋区プログラミング教

育指導計画を策定し、基本となる指導計画とした。策定にあたっては、

プログラミング推進委員会 6 を設置し、東京都プログラミング教育推進

校事業 7 （平成 30 年度～令和元年度、上板橋第四小学校・成増ヶ丘小学

校）の事例も取り入れた。 

成増ヶ丘小学校ではＮＰＯみんなのコード、上板橋第四小学校ではレ

ゴジャパン株式会社と連携し、プログラミング教育の推進に取り組み、

研究発表会により、広く成果を公表している。 

教員を対象とする令和元年度のプログラミング教育関係の研修とし

ては、有識者による情報活用能力育成研修や演習・事例紹介等を実施し

た。 

                             
6 プログラミング推進委員会とは、板橋区プログラミング教育指導計画を作成するため

に設置した令和２年度末までの組織のこと。 
7
  東京都プログラミング教育推進校事業とは、小学校におけるプログラミング教育を推

進するにあたり、支援団体及び企業と小学校との効果的な連携を推進するため、プログ

ラミング教育推進校を設置し、２年間の実践研究を行う東京都の事業のこと。  



 

28 

５ 情報学習の充実（情報モラル教育） 

学習指導要領では、児童・生徒が情報モラルを身に付け、情報の収集、

判断、処理、発信など、情報を活用する各場面で情報モラルについて学習

することが重要としている。 

情報モラル教育は、携帯電話やスマートフォン、ＳＮＳ※  が子どもたち

にも急速に普及する中で、児童・生徒が自他の権利を尊重し、情報社会で

の行動に責任を持つとともに、犯罪被害を予防し、情報を正しく安全に利

用できるようにすることを目的としている。 

教育委員会は、児童・生徒、教員、保護者に対する情報モラルの向上に

向けた取組について、ＩＣＴ推進計画に位置づけ、充実させるとし、教員

対象に情報活用能力の育成研修等を実施している。 

教育の情報化に関する手引（文部科学省）では、学校は、児童・生徒と

情報を共有し、ＰＴＡや地域の連携協議会に働きかけることのできる体制

を作ることが重要としている。また、各教育委員会は、学校における情報

モラル教育の充実に向け、行政機関等が行っている講演などの支援事業を

学校へ周知するとともに、ネットトラブル等が発生した場合の対応につい

て、日頃から地域の警察署等の関係機関と連携を図っておく必要があると

している。 

「令和元年度教育委員会が行う点検・評価報告書」によると、携帯電話、

スマートフォンの使用にあたり、①具体的な使用方法をまとめた資料や教

科書に記載されたＱＲコード 8 の利用方法、②メリットやデメリットを具

体的に示した効果的な活用方法、トラブルや犯罪被害の防止について、学

校でも家庭でも同じように子どもたちに伝えることが重要としている。 

 

 

                             
8 ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標である。 
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教育支援センター提出資料を参考に監査委員事務局が作成 

グループウエア

教育委員会事務局や学校間

でのスムーズな情報共有

・連絡掲示板 ・会議室

・個人連絡 ・メール など

行事や日々のスケジュールに関す

る様々な情報を効率よく管理・利用

・予定表 ・施設 ・備品

・教職員名簿 など

教育支援センター施設の予約管理、区の蔵書検索

・研修室の予約 ・蔵書管理 など

学校情報や指導の記録等の情報の一元管理

保存した情報の利活用、業務の効率化

・児童生徒情報 ・出席簿 ・通知表

・いいとこみつけ（日常所見）

・指導要録作成 ・個人カルテ など

保健室の利用状況や健康診断情報を管理

各種お知らせ帳票の作成

集計・統計業務を効率化

・健康診断 ・保健室利用 ・保健日誌 など

連絡機能 校務 ・スケジュール

教育支援センター連絡機能

児童・生徒機能（成績機能）

保健管理機能

６ 校務事務の効率化と情報化の推進 

（１）校務支援システムの活用 

校務支援システムは、教員に配備する１人１台のＰＣを活用して児

童・生徒機能、保健管理機能などの教育活動に関する情報管理と、校内

ＬＡＮ等のネットワークを活用して情報共有やコミュニケーションの

効率化を図るグループウエア機能とを備えたシステムである。 

教育委員会は、これまで手書き、手作業で行っていた校務をデータ化

することで、区立小・中学校における校務の情報化を推進し、教員の事

務負担を軽減することにより、教員が児童・生徒と向き合う時間を確保

するとともに、教員間の情報の共有化等を図り、個々の児童・生徒への

指導を充実させるとして、ＩＣＴ推進計画に校務支援システムの導入を

位置づけ、平成 27 年度に全中学校、平成 28 年度に全小学校での運用を

開始した。 

令和２年９月、学校ホームページにおけるＣＭＳ※  機能の追加及びフ

ァイルサーバ※  容量増強等のため、システムを再構築し更新している。 

校務支援システムの主な機能は、図表 17 のとおりである。 

 

図表 17 校務支援システムの主な機能 
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（単位：円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

運 用 管 理
業 務 委 託

97,653,600 99,597,600 82,749,600 76,917,600 75,843,072

機器リース 64,456,560 64,456,560 64,456,560 64,456,560 60,108,900

計 162,110,160 164,054,160 147,206,160 141,374,160 135,951,972

※ 機器リースとは、複合機等であり、教員用ＰＣは含まない。

校務支援システムの運用管理業務委託では、学校からの問合せ及び障

害発生連絡の迅速な対応を行うため、ヘルプデスク（平日 8 時 30 分～

18 時 30 分）を設置している。 

また、複合機の故障や操作方法の問合せに対応するヘルプデスク（平

日 8 時 30 分～17 時 15 分）も別途設置している。 

令和元年度の校務支援システム関係経費は、運用管理業務委託が

75,843,072 円、機器リース等のハードウエア及びソフトウエアの賃貸借

が 60,108,900 円で、合計 135,951,972 円であった。令和２年度はシス

テム再構築のうえ機器を更新するため、関係経費は増額となる見込みで

ある。 

校務支援システム関係経費は、図表 18 のとおりである。 

 

図表 18 校務支援システム関係経費 

 

 

 

 

 

 

令和元年度校務支援システム活用状況調査によると、校務支援システ

ムによる作業時間の削減効果について、「削減された」と回答している校

長は 83.9％、校長・副校長以外の教員は 46.9％にとどまり、41.5％の教

員が「変わらない」、11.6％の教員が逆に作業時間が「増加した」と回答

している。「変わらない」又は「増加した」と回答した理由としては、「効

率化された部分はあるが、変化を実感できるほどの作業時間の削減はさ

れていない」、「操作手順がわからず調べたり、ほかの教員に教えたりす

る手間が増えた」、「年間で数回のみ実施する成績処理や通知表作成操作

について、その都度操作手順を確認しなければならない」、「システム
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への入力した情報の確認作業が増えている」などが挙げられている。 

また、校務支援システムによる効率化や合理化が図られている作業は、

通知表の作成が最も多く 76.0％、指導要録の作成が 69.9％、出席簿の作

成が 58.2％であった。 

令和元年度校務支援システム活用状況調査結果は、図表 19 のとおり

である。 

 

図表 19 令和元年度校務支援システム活用状況調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
教育支援センター提出資料  

令和元年度校務支援システム活用状況調査結果から引用 

 

一方、ＩＣＴ活用アンケート調査結果では、校長・副校長が挙げる働

き方改革に向けたアイデアとして、①週案簿・休暇簿・出張簿の自動作
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成（小学校）、②職員室の黒板を電子黒板や液晶画面にし、予定や出張・

休暇関係を表示（小学校）、③教材や指導案等のライブラリを充実させ、

汎用化して作成時間を短縮化（小学校）、④会議、提出書類のペーパーレ

ス化（中学校）などの意見があった。 

教育支援センターは、校務支援システムの導入効果について、作業の

効率化や合理化が図られ、作業時間の削減を実感している教員が増加し

たとしている。特に令和元年度の調査においては、削減された作業時間

を「保護者への情報発信を行う時間に充てた」という回答の増加を評価

している。 

また、週案簿作成機能等活用されていない機能については、教員から

活用促進を希望する声もあるため、効果的な働きかけが必要であるとま

とめている。 

 

（２）教員用ノートＰＣの配備 

教員用ノートＰＣ（以下「教員用ＰＣ」という。）は、平成 21 年度末、

正規教員に対し１人１台配備された。 

平成 27 年度、校務支援システムの本格稼働に伴い、教員用ＰＣの利用

頻度が増加することから、正規教員に対する１人１台の配備を維持した

うえで、非常勤教員等も利用できるよう、ＩＣＴ推進計画に配備拡充を

位置づけた。 

各学校では、校務支援システムの機能を活用するほか、自動採点が行

えるソフトウエア等を学校予算（令達予算）で購入し、教員用ＰＣにイ

ンストールして活用している。 

令和元年度末、教員用ＰＣは、2,100 台をリース契約（保守含む）に

より配備している。 

正規教員分は、１人１台の配備を維持できているが、非常勤教員分は、

各校３台を共有で使用し、約 2.3 人に１台の配備となっている。しかし、

平成 30 年度から運用開始された出退勤管理システム※  専用で３台中常
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（単位：台）

区分 リース期間 整備台数

平成27年9月～令和2年8月 1,307

平成30年9月～令和5年8月 742

平成28年4月～令和3年3月 24

平成29年4月～令和4年3月 27

2,100

教員用ＰＣ

特別支援教室用
ＰＣ

計

（単位：人、室） （単位：台）

区分 正規教員 非常勤教員 特別支援教室 計 配備台数

平 成 27年 度 1,637 500 － 2,137 1,920

平 成 28年 度 1,636 500 24 2,160 1,944

平 成 29年 度 1,687 500 51 2,238 1,971

平 成 30年 度 1,663 500 62 2,225 2,100

令 和 元 年 度 1,707 500 73 2,280 2,100

令 和 ２ 年 度 1,736 500 73 2,309 2,100
※ 副校長は全庁ＬＡＮＰＣのため除く。

※ 非常勤教員は、例年約500名以上で年度途中で数は変動する（産休・育休代替は除く）。

　（非常勤教員50名程度、学習指導講師180名程度、時間講師200名程度、スクールカウンセラー74名）

時１台を使用しているため、実質非常勤教員分は、約 3.4 人に１台の配

備になっている。 

教育支援センターは、週４日勤務の非常勤教員へも教員用ＰＣを追加

配備し、平成 28 年度開始の情緒障がい等巡回指導※  用にも追加配備し

ていく方針である。 

令和元年度教員用ＰＣリース契約台数は、図表 20 のとおり、教員数等

に対する教員用ＰＣ配備台数の推移は、図表 21 のとおりである。 

 

図表 20 令和元年度教員用ＰＣリース契約台数 

 

 

 

 

 

 

図表 21 教員数等に対する教員用ＰＣ配備台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員用ＰＣに係る全庁ＬＡＮ、教育ネットワーク関連の相談窓口とし

ては、ＩＴ推進課ヘルプデスク（平日 8 時 30 分～17 時 30 分）に問い合

わせることになっている。 
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（単位：円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

機器リース 44,849,952 66,686,040 64,402,548 77,711,724 89,299,584

委 託 料 5,197,878 18,890,118 0 0 20,073,960

計 50,047,830 85,576,158 64,402,548 77,711,724 109,373,544

※ 平成27年度の委託料は、保守及び処分委託、平成28年度以降の委託料は、ＯＳアップグレード作業委託

令和元年度の教員用ＰＣ、機器リース料は、89,299,584 円、ＯＳ※  ア

ップグレード作業委託料と合わせて関係経費は 109,373,544 円であった。 

教員用ＰＣの配備には、これまでも多額の経費が投入されており、今

後の教員用ＰＣの追加配備については、ＰＣの効率的な活用について、

十分配慮する必要がある。 

教員用ＰＣ関係経費は、図表 22 のとおりである。 

 

図表 22 教員用ＰＣ関係経費 

 

 

 

 

 

 

（３）学校ホームページ 

   学校ホームページは、学校の特色や教育活動について広く積極的に紹

介する目的のほか、児童・生徒の学習成果や活動を保護者や地域に公開

することにより、学校教育活動への理解と協力を得るとともに、信頼さ

れる学校づくりにつなげるものである。 

教育委員会は、平成 26 年 11 月、ホームページビルダー※  の最新バー

ジョンを各学校に順次整備し、各学校ホームページの見直しや運用の効

率化を図ることをＩＣＴ推進計画に位置づけ、平成 27 年３月、東京都

板橋区立小・中学校、幼稚園ホームページガイドライン（以下「ＨＰガ

イドライン」という。）を策定し、適正な管理運営を行うこととした。 

「令和元年度教育委員会が行う点検・評価報告書」によると、学校の

ホームページは、更新されず古い情報のままであったり、アクセスがわ

かりにくいものがあるため、子どもや保護者、区民が何を知りたいかを

把握するよう努め、改善を図るよう求めている。 
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また、広報活動については、情報更新を頻繁に行うことができるＳＮ

Ｓへ移行し、「保護者や区民に対するわかりやすさを強く意識されたい」、

「保護者や若い世代への発信を強化されたい」と改善の方向性を示した。 

令和２年 10 月１日、ＨＰガイドラインを改正し、区ホームページと同

様のＣＭＳを導入して、同年 10 月２日学校ホームページを全面的にリ

ニューアルした。各学校のホームページは、統一したレイアウトになり、

以前より見やすくなったが、内容が未整備の項目も多い。 

区立小・中学校のホームページトップページ（見本）は、図表 23 のと

おりである。 

 

図表 23 区立小・中学校ホームページトップページ（見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上板橋第四小学校公式ホームページから引用  

 

改正されたＨＰガイドラインでは、各学校は、少なくとも学期ごとに

ホームページの内容のチェックを行い、更新するとしており、システム

管理者（教育支援センター所長）は、少なくとも学期ごとに全学校のホ

ームページの最終更新日、更新状況等のチェックを行い、更新が滞って

いる学校の校長に対して必要な指示を行うとしている。 

児童・生徒の家庭での学習（課題・宿題情報）、修学旅行等の行事催

行状況の情報は、対象者以外が閲覧できないよう制限することができる。 
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学校のホームページ作成者は、学校だよりや学年だより、学校給食の

献立表などを毎月、若しくはそれ以上に更新し、子どもたちの日々の様

子を保護者や地域住民に対し公開することが望ましい。 

教育支援センターは、学校ホームページのシステム管理者として、区

立小・中学校のホームページ更新確認だけでなく、定期的に内容の評価、

分析を行い、各学校の特色を充分に掲載できているか、保護者や地域住

民の閲覧頻度は増しているかなど、確認する仕組みを構築し、各学校の

ホームページ作成者を継続して支援していく必要がある。 
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７ 教育情報セキュリティの徹底 

（１）板橋区立学校情報セキュリティポリシー 

教育委員会は、平成 21 年４月、板橋区立学校情報セキュリティポリ 

シーとして、板橋区立学校情報セキュリティ基本方針（以下「基本方針」

という。）及び学校情報セキュリティ対策基準（以下「対策基準」という。）

を策定した。これは、学校が保有するあらゆる情報について、組織的に

適切な管理に取り組むための統一した基本方針・対策基準を定めたもの

である。 

学校情報セキュリティ対策を推進する機関としては、対策基準に基づ

き、教育委員会事務局次長を部会長とする学校情報セキュリティ部会  を

設置している。同部会は、平成 31 年２月の電子会議室※  による開催（２

週間）以降、令和元年度は未開催であったが、板橋区立学校情報セキュ

リティポリシーは、脅威※  やリスクの高度化などの情報技術や環境の変

化を踏まえ、年に１度に限らず、適時、適切に見直し、改定する必要が

ある。 

各学校では、基本方針、対策基準に従い、情報セキュリティ対策に関

する手法、手順の詳細となる学校情報セキュリティ実施手順書を作成す

ることとなっており、教育委員会が基本となるひな形を示している。学

校長は、情報化推進管理者として、学校情報セキュリティ実施手順書及

び実施状況報告書を作成し、校内への教育・啓発・指導を行い、現場へ

の責任を負っている。 

板橋区立学校情報セキュリティポリシーは、図表 24 のとおりである。 
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図表 24 板橋区立学校情報セキュリティポリシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育支援センター提出資料 

 

教育委員会は、学校の職員が情報の適切な取扱方法を理解し、日常の

情報管理を行う際の手引書として、平成 23 年４月、学校情報セキュリ

ティハンドブックを作成した。内容は、情報セキュリティの推進体制、

情報の取り扱い、システム利用時の注意点、インターネットや電子メー

ル利用時の遵守事項及び事故発生時の対応など情報セキュリティポリ

シーとは何かをわかりやすく解説したものである。 

 

（２）学校現場におけるセキュリティの現状 

ＩＣＴ推進計画では、校務支援システムの導入等の新たな取組に伴い、

児童・生徒の学籍情報や保健情報等の個人情報を適切に取り扱うため、

その保存方法や記録媒体※  の使用、持ち出しの禁止、教員用ＰＣにおけ

るＵＳＢメモリの利用制限などについて、基本方針及び対策基準の見直

しを行い、情報セキュリティの強化を図ることとした。 

平成 27 年度以降、ＵＳＢメモリに起因する個人情報紛失事故はなく

なったが、紙媒体による個人情報紛失事故は、平成 27・29・30 年度に各

１件、個人情報漏洩事故は平成 29 年度に１件発生している。 
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（単位：件）

許可 取下げ 許可 取下げ 許可 取下げ 許可 取下げ

Ｕ Ｓ Ｂ メ モ リ 271 97 212 101 0 0 483 198

外 付 け Ｈ Ｄ Ｄ 38 3 38 0 16 0 92 3

デ ジ タ ル カ メ ラ 108 0 4 2 0 0 112 2

Ｉ Ｃ レ コ ー ダ ー 16 0 3 0 0 0 19 0

ＳＤカードリーダライタ 194 17 30 3 7 0 231 20

※ 許可には、前年度より継続して許可しているものを含む。

区分
小学校 中学校 特別支援学校 合計

対策基準では、①個人所有の記録媒体は学校へ持ち込まない、②個人

情報が格納された記録媒体は持ち出し禁止 とされている。持ち出しを

許可された記録媒体については、格納されたデータに暗号化等のセキュ

リティ対策を施すこととされ、各学校が作成する学校情報セキュリティ

実施手順書にも詳細に注意喚起の記載がなされている。 

特に学校がＵＳＢ差込口を介する記録媒体を使用する場合は、予め、

教育支援センター所長へ申請し、許可を得る必要がある。令和元年度の

ＵＳＢメモリ許可件数は、小学校 271 件、中学校 212 件、計 483 件であ

った。ＵＳＢメモリのほかに許可した機器等は、外付けＨＤＤ※  、デジ

タルカメラ、ＩＣレコーダー、ＳＤカードリーダライタ※  がある。      

令和元年度ＵＳＢメモリ等周辺機器の許可状況は、図表 25 のとおり

である。 

 

図表 25 令和元年度 ＵＳＢメモリ等周辺機器の許可状況 

 

 

 

 

 

 

 

（３）学校情報セキュリティ実施状況報告書 

情報化推進管理者（学校長）は、毎年度、対策基準に基づき、学校情

報セキュリティ実施状況報告書を作成し、学校情報セキュリティ部会に

報告することになっている。 

令和元年度にセキュリティ対策が未実施と報告されている項目は、小

学校全体で 13 件（３校）、中学校全体で 23 件（３校）、計 36 件（６校）

であった。盗難防止等の機器のセキュリティ未実施が 13 件と最も多く、
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区分

平成21年度 19 校 8 校 － 校 27 校 17 日 14 項目 延べ 75 校

平成22年度 15 校 10 校 － 校 25 校 10 日 9 項目 延べ 54 校

平成23年度 19 校 5 校 1 校 25 校 11 日 7 項目 延べ 67 校

計 53 校 23 校 1 校 77 校 38 日 19 項目 延べ 196 校

※ 特別支援学校とは、天津わかしお学校のこと。区立幼稚園２園は除く。

※ 要改善事項、計欄記載の項目数は、３年間の集計項目数であるため、合計数とは一致しない。

要した
日数

要改善事項小学校 中学校
特別支援

学　校
計

データのバックアップ等の運用管理セキュリティ未実施が８件であっ

た。 

 

（４）学校情報セキュリティ内部監査 

基本方針及び対策基準では、情報セキュリティに関する監査を学校情

報セキュリティ部会の責任において定期的に実施し、情報セキュリティ

対策の形骸化を防止することとしている。 

監査実施責任者（教育委員会事務局次長）は、予備調査のうえ監査計

画を立案し、内部監査人（教育委員会事務局職員）が現地監査を行うが

実際に監査が行われたのは、平成 21～23 年度の３年間に各校１回であ

り、以後は実施されていない。 

監査に要した日数は、延べ 38 日で、要改善事項は 19 項目、懸念事項

が１件であった。最も多かった要改善事項は、情報システム機器台帳の

未整備で 59 校、ＵＳＢメモリ等の記録媒体管理表の未整備が 35 校、ソ

フトウエア管理台帳の未整備が 32 校、ユーザーＩＤ※  ・パスワードの不

適切管理（デスクマットに挟む）が 20 校など延べ 196 校に対し改善を

求める結果となった。 

学校情報セキュリティ内部監査実施状況は、図表 26 のとおりである。 

 

   図表 26 学校情報セキュリティ内部監査実施状況 

 

 

 

 

 

 

教育支援センター提出資料を参考に監査委員事務局が作成 
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監査実施責任者は、監査結果をまとめ、学校情報セキュリティ部会へ

報告し、要改善事項があった学校については、翌年度フォローアップ監

査を実施のうえ改善状況を確認するとしている。 

平成 27 年４月、学校情報セキュリティの所管は、庶務課（現教育総務

課）から教育支援センターに変更されたが、現在も情報セキュリティ監

査を実施する計画はない。 

教育支援センターは、学校情報セキュリティ部会の所管部署として、

区立小・中学校において、基本方針及び対策基準に規定する対策が守ら

れているか、学校が作成した学校情報セキュリティ実施手順書が適正な

ものか点検するなど、情報セキュリティ監査を計画的に実施するべきで

ある。 

 

（５）職員室のＩＣＴ化 

学校の職員室は、教員用ＰＣ、校務支援システムの複合機等のＩＣＴ

機器が整備されてきた。 

区立小・中学校の教職員等は、今後増員が見込まれ、ＩＣＴ支援員、

校務支援システム運用管理事業者及びＩＣＴ機器の保守事業者などの

サポートスタッフが多く職員室に出入りすることが想定される。各学校

の教職員は、校務支援システムの機能を効果的に活用し、職員室内の書

類を減らし、個人情報の管理を徹底していくことが必要である。 

教育支援センターは、区立小・中学校におけるＩＣＴ化推進機関とし

て、校務支援システムを運用する職員室のＩＣＴ化について、クリアデ

スクポリシー※  を推奨し、個人情報の適正な保管やＩＣＴ機器の適切な

配置等の検討に取り組むべきである。 

効率的な校務処理、書類の削減と適正な保管により、教職員が安心し

て働ける職員室の実現が望まれる。 
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８ 新たな推進体制の整備と計画 

（１）学校教育情報化推進計画 

学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年６月施行）は、国が

策定した学校教育情報化推進計画に基づき、都道府県及び市町村（特別

区を含む）は、学校教育情報化推進計画を定めるよう努めなければなら

ないと規定している。 

教育の情報化に関する手引（文部科学省）によると、学校のＩＣＴ化

の統括的な責任者である教育ＣＩＯ（教育委員会）が担うべき機能とし

て、学校のＩＣＴ化について統括的な責任を持ち、ビジョンを構築し実

行することとある。教育ＣＩＯは、①情報化による授業改善と情報教育

の充実、②学校のＩＣＴ環境整備（校務の情報化を含む）、③リスクマネ

ジメント、④情報公開・広報・公聴、⑤人材育成・活用 などの学校のＩ

ＣＴ化における諸課題に対応して、機能を発揮させていくことが必要で

あるとしている。 

教育委員会が策定した対策基準によると、教育ＩＣＴ化推進管理者

（教育支援センター所長）は、学校ＩＣＴ化の計画及び事業を総合的に

立案し、管理するとしている。教育委員会は、令和元年度、板橋区教育

ＩＣＴ化推進計画 2025 の策定に着手したが、国が同年 12 月に打ち出し

たＧＩＧＡスクール構想を取り込むため、計画の策定は完了していない。 

教育委員会は、区立小・中学校におけるＩＣＴ化のさらなる推進、新

たな諸課題に対応するため、学校教育情報化推進計画を策定することが

急務である。 

 

（２）学校のＩＣＴ化に係る新たな動き（令和２年度） 

文部科学省は、令和２年２月、学校における高速かつ大容量に耐えう

る通信ネットワーク整備費及び児童・生徒１人 1 台の端末の整備費に係

る助成制度を創設した。 

教育委員会は、令和２年４月、板橋区立小・中学校校内通信ネットワ
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ーク整備計画を策定し、国の補助金を活用して令和２年度中に全ての区

立小・中学校の校内通信環境を整備するとともに、児童・生徒１人１台

のタブレットＰＣを配備した。 

また、教育委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、

東京都の補助事業を活用して、令和２年６～11 月の期間、中学３年生の

生徒 2,942 人を対象に、家庭でのオンライン学習が可能となるよう、家

庭学習における通信環境の整備のため、モバイルルーター※  及びタブレ

ットＰＣの貸出しを実施した。小学校に配備したタブレットＰＣを全て

引上げ、設定を変更し、中学３年生の生徒へ貸し出すというものであっ

た。 

なお、新たに配備されたタブレットＰＣの活用にあたっては、多額の

予算を要するとともに、各家庭の経済的負担も伴うことから、今後、十

分に区民・保護者の理解を得ながら進めることが大切である。 

さらに、教育支援センターは、教育ＩＣＴ化に係る新たな課題に取り

組むため、常に組織体制の強化について検討が求められる。 
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検討・改善を求める事項 

着眼点１ 区立小・中学校におけるＩＣＴ化は、効率的・効果的に進められ

ているか。  

      また、ＩＣＴ機器を活用した魅力ある授業の実現に積極的に取り

組んでいるか。 

 

１ 教員に対するデジタル教科書の活用支援について（Ｐ19～21 関係） 

整備されたデジタル教科書を有効に活用していくためには、教員のＩＣ

Ｔ活用スキルの向上が求められる。これまで、算数・数学・英語以外のデ

ジタル教科書を揃えられなかった学校が、今回初めて５教科のデジタル教

科書を活用するにあたり、教育支援センターは、教員を積極的に支援し、

ＩＣＴ化の推進体制を確かなものにしていく必要がある。 

また、教育支援センターは、様々な障がいを抱える児童・生徒が意欲を

もって学習に向き合えるよう、デイジー教科書以外にも、その障がいの状

態や特性及び心身の発達段階等に応じて学習上の困難を克服させ、指導の

効果を高めることができるデジタル教科書やソフトウエアを授業で積極

的かつ有効に活用できるよう、今後も教員に対する支援体制を充実してい

く必要がある。 

 

２ 学校教育情報化推進計画の策定について（Ｐ42 関係） 

教育委員会が策定した板橋区立学校情報セキュリティ対策基準による

と、教育ＩＣＴ化推進管理者は、学校ＩＣＴ化の計画及び事業を総合的に

立案し、管理するとしている。 

教育委員会は、区立小・中学校におけるＩＣＴ化のさらなる推進、新た

な諸課題に対応するため、学校教育情報化推進計画を策定することが急務

である。 
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着眼点２ 区立小・中学校のＩＣＴ化により、校務事務の効率化は図られて

いるか。 

 

１ 情報セキュリティ監査の実施について（Ｐ41） 

教育支援センターは、学校情報セキュリティ部会の所管部署として、区

立小・中学校において、板橋区立学校情報セキュリティ基本方針及び板橋

区立学校情報セキュリティ対策基準に規定する対策が守られているか、学

校が作成した学校情報セキュリティ実施手順書が適正なものか点検する

など、情報セキュリティ監査を計画的に実施するべきである。 

 

２ 職員室のＩＣＴ化について（Ｐ41） 

教育支援センターは、区立小・中学校におけるＩＣＴ化推進機関として、

校務支援システムを運用する職員室のＩＣＴ化について、クリアデスクポ

リシーを推奨し、個人情報の適正な保管やＩＣＴ機器の適切な配置等の検

討に取り組むべきである。 

効率的な校務処理、書類の削減と適正な保管により、教職員が安心して

働ける職員室の実現が望まれる。 
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総括意見 

今回の監査報告書では、前段でＩＣＴ機器を活用した魅力ある授業づくり、

後段では校務事務の効率化について述べてきた。いずれも今後十分に成果を

検証することが重要である。 

ＤＸの流れの中で、技術革新は急速に進み、区立小・中学校における教育

の在り方は大きく変貌しようとしており、これを踏まえて総括意見を述べる。 

 

第一に、区立小・中学校における良好なＩＣＴ環境の維持管理と教育の質

の向上についてである。 

各学校に設置されたＩＣＴ機器については、適正に維持管理を行い、適切

な取り扱いに留意するとともに、これらのツールを使いこなし、児童・生徒

にとって魅力ある授業を組み立てることができるよう教員のスキルを高め

ることが重要である。 

大きな財政投入と継続的な人材育成に見合う成果を上げるため、教育委員

会は、なお一層のＩＣＴ化推進体制の強化及び教育研修の充実に取り組む必

要がある。 

第二に、保護者や地域に対する情報発信を充実し、開かれた学校をつくる

ことについてである。 

教育委員会が進める板橋区コミュニティ・スクール構想において、学校・

保護者・地域の連携と協働を実現するためには、学校行事や児童・生徒の日々

の様子を保護者や地域に積極的に公開し、開かれた学校づくりに努めること

が重要である。 

各学校は、ホームページやＳＮＳを広く活用するなど、きめ細かな学校広

報の充実に努めることが必要である。 

 

なお、教育ＩＣＴ化の推進には、毎年度、多額の経費が投入されているこ

とから、関連する財務会計事務の処理には、より一層の公正性・透明性の確

保が図られることを求めておく。 
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P４ Society5.0

狩猟社会（Society1.0）・農耕社会（Society2.0）・工業社会（Society3.0）・情報社会
（Society4.0）の次に到来するものとされており、サイバー空間と現実世界を高度に融
合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会
のこと。

P４
環 境 教 育 ネ ッ ト
ワーク

区立小・中学校の職員室とＰＣ教室における教員と児童・生徒が使うパソコンからのイ
ンターネット接続を目的としたシステムのこと。現在は、教育ネットワークと言う。

P５
板橋区立学校情報セ
キュリティポリシー

板橋区立学校のセキュリティに対する考え方及びセキュリティ対策を実施するための
基本方針や運用ルール等を文書化したもの。

P６ YouTube Google LCCが提供する世界最大の動画共有サービスのこと。

P６ オンライン授業 インターネットを使用した遠隔授業の総称。

P６
デジタルトランス
フォーメーション

デジタル技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させること。

P７ 電子区役所
ＩＣＴを利用して行政手続のオンライン化やホームページの活用、組織内外とのコミュ
ニケーションの円滑化など、利用者本位の行政サービスを提供していくとともに、業務
改革を進め、効率的な行政運営を行う地方公共団体を意味する。

P10 実物投影機
授業の際、発表者の手元にある書籍や立体物等の資料を撮影して映像を出力するた
めの装置。資料を置く台・撮影用のカメラ・照明で構成されている。映像は、プロジェク
タやテレビ等で表示する。書画カメラとも言う。

P12 校内無線ＬＡＮ 学校内のコンピュータを無線（Wi-Fi）ネットワークで接続したシステムのこと。

P13 SKYMENU Class
主に教育機関などで利用される授業支援系ソフトウエアのこと。子どもたち１人ひとり
の考えをリアルタイムに共有して、協働的な学びに生かす仕組みや、１人ひとりの反
応を踏まえた双方向型の一斉授業を可能にする機能を搭載している。

P13
ジャストスマイル
クラス２

タブレットＰＣを学びに役立てるための統合ソフトウエアのこと。タッチやカメラといった
タブレットＰＣの特徴を生かして子どもたち自身が授業で活用できる様々なアプリが
入っている。

P14 デイジーポッド マルチメディアデイジー教科書の再生を行うソフトウエアのこと。

P14 情報化推進管理者
学校における情報資産の適切な管理及び利用の推進を行い、情報セキュリティ対策
の現場への適用に対し責任を負う者であり、学校長が努める。

P14 情報システム機器
情報資産を扱うサーバ機器、パソコン、モバイル端末、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラ、通信回線装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体及びハブ、ルータ等
ネットワーク接続に必要な機器を言う。

用語解説 
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P19 デジタル教科書

コンピューターやネットワーク、アプリケーションソフトウエアなどのあらゆるデジタル技
術を使って実現される学習教材のこと。教員用は、児童・生徒に提示できるデジタル
化された教科書の副教材として使う場合が多い。動画や静止画などがふんだんに取
り入れられており、教科書の内容を多種多様な児童・生徒のレベルに合わせて指導
できるように構成されている。

P19 インストール
ソフトウエアを使用できる状態にする操作のこと。ＣＤ-ＲＯＭからハードディスクにコ
ピーしたり、ソフトウエアの機能を設定したりする作業などが含まれる。逆にソフトウエ
アをハードディスクから削除する操作をアンインストールと言う。

P22
Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 推 進
リーダー

校内でのＩＣＴ活用を推進するため、ＩＣＴを有効活用した授業実践を行うとともに、他
の教員のICT活用をサポートをするリーダーのこと。

P24
デジタルコンテン
ツ

デジタル化された情報（デジタルデータ）で構成されたものの総称。コンテンツとはマ
ルチメディア環境によって提供される内容・中身のことで、静止画や動画、音声、文字
などの情報やデータのこと。

P27
プログラミング的
思考

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であ
り、一つ一つの動きに対応した記号をどのように組み合わせたらいいのか、記号の組
合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのかといった論理的に考
えて行く力のこと。

P27 ＡＩ
Artificial Intelligence の略で人工知能のこと。人間が行う知的ふるまいの一部を、コ
ンピュータプログラムを用いて人工的に再現したもの。

P28 ＳＮＳ
Social Networking Serviceの略で、インターネットのネットワークを通じて、人と人をつ
なぎコミュニケーションが図れるように設計されたサービスのこと。フェイスブック、ツイッ
ター、ライン、インスタグラムなどがある。

P29 ＣＭＳ
Contents Management Ｓystem の略で、Web制作に必要な専門知識がなくても、Web
サイトやコンテンツを構築・管理・更新できるシステムのこと。

P29 ファイルサーバ
自身の管理している記憶装置をネットワーク上の他のコンピュータと共有し、外部から
利用できるようにするコンピュータのこと。

P32
出退勤管理システ
ム

教職員の出退勤打刻により在校時間を把握するシステムのこと。週当たりの在校時間
が60時間を超える教員をゼロにすることを目指して導入した。

P33
情緒障がい等巡回
指導

区内に６校あった情緒障がい等通級指導学級を拠点校とし、区内全小学校へ教員が
巡回して指導を行っている。

P34 ＯＳ
Operating Systemの略で、コンピューターの操作・運用・運転を司るシステムソフトウ
エアのこと。

P34
ホームページ
ビルダー

WebページやWebサイトを作成することができるジャストシステムが開発、販売してい
るパッケージソフトウエアのこと。
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P37 電子会議室
庁内ネットワーク上に開設する仮想的な会議室のこと。電子会議室上では、庁内の異
なる所属間で文書や予定表の共有、アンケート等を行うことができ、情報共有や意見
交換を行える。

P37 脅威
自然の脅威（地震、火災、風水害等）、情報システムに係る脅威（電源の喪失、情報
システムの故障・誤作動等）及び人的な脅威（不正行為、誤操作等）のこと。

P38 記録媒体
持ち運びが可能で、電子データを記憶できる外部電磁的記録媒体のこと。ＦＤ、ＣＤ、
ＵＳＢメモリ、ＳＤカード、外付けハードディスクドライブ等がある。

P39 外付けＨＤＤ 外付けハードディスクドライブのこと。

P39
ＳＤカードリーダ
ライタ

小型電子媒体（記録メディア）であるメモリーカードへのデータの読み出し及び書き込
みを行う補助記憶装置のこと。

P40 ユーザーＩＤ
利用者を識別するために一人ひとりに割り振られる文字列のこと。通常パスワードと一
緒に入力し、正規の利用者であることを確認する。単にＩＤとも言う。

P41
クリアデスクポリ
シー

情報セキュリティに関する行動指針の一つで、自席の机上に情報を記録したものを放
置したまま離席しないことを求めるもの。

P43 モバイルルーター
持ち運んでインターネットに接続できる無線ＬＡＮの通信機能を持った小型の通信機
器のこと。
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